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会 議 結 果 報 告 書 

  

議題：秦野市職員の給与に関する条例等の一部を改正することについて 

 担当部課等 総務部人事課、上下水道局経営総務課 

 
説 明 者 

総務部長、人事課長、課長代理（給与厚生担当） 

上下水道局長、経営総務課長 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

 資料に基づいて説明。 

【質疑及び意見等】 

問．資料の中で、国の給与引上率が2.76％、秦野市の給与引上

率が3.05％とされているが、国より秦野市の方が高くなって

いるのは何故か。 

答．今回の改定では若年層の引上げ幅が大きいため、国の平均

年齢を下回る「行政職給料表(1)」における給与引上率は、国

の平均引上率を上回り、国の平均年齢を上回る「行政職給料

表(2)」における給与引上率は、国の平均引上率を下回る結果

となる。 

問．給与の見直しについて、職員労働組合との交渉はどのよう

か。 

答．人事院勧告等に基づく見直しについて、交渉を継続してい

る。 

 

 会 議 結 果  原案了承 

 

 

 

 

 

会 議 名 称 政策会議 

日 時 令和６年１０月１５日(火) 午後３時３０分～午後４時５７分 

場 所 本庁舎３階３Ａ会議室 

出席者 

出 席 
市長、石原副市長、髙橋副市長、教育長、政策部長、総務部長、

都市部長 

事務局 
総合政策課長、課長代理(政策調整担当)、担当 

秘書課長 
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議題：秦野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正することについて 

 担当部課等 福祉部地域共生推進課 

 説 明 者 福祉部長、地域共生推進課長、課長代理（福祉総務担当） 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

 資料に基づいて説明。 

【質疑及び意見等】 

問．審査委員会の委員について、医師・弁護士以外はどのような

職種を想定しているか。 

答．専門的な知見を有する者として、大学の先生、医療ソーシャ

ルワーカー、保健師、理学療法士、神奈川県職員などを想定し

ている。 

問．災害関連死と認定するか否かについては、意見が分かれた

場合に、委員会内でどのように決めるのか。 

答．他自治体の事例では多数決もあるが、国からは議論を尽く

すよう求められている。 

問．個別案件の審査以外には、どのような会議があるのか。 

答．国での認定基準がないことから、事例検討といった市で判

断するための勉強会などを想定している。 

問．医師、弁護士である委員の報酬について、日額23,000円と

しているが、他の審査会における弁護士の委員は13,000円の

報酬であった。その辺りの区分での検討はしたのか。 

答．この審査委員会の委員は、災害関連死について法的な因果

関係といった重い内容を判断し、その結果が弔慰金の対象と

なるか否かだけではなく、遺族の精神的負担にもつながるこ

とから、介護認定審査会と同等かそれ以上の重みを持つと考

えているため、介護認定審査会と同額とした。 

意見．医師、弁護士と他の委員に差を設けることについて、他自

治体で同様にしているのであれば、合理的な理由があると思

われる。根拠となる国の通知等の有無等も含め、改めて確認

されたい。 

意見．「秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する

条例」では、専門的な職種の委員でも13,000円の報酬である

場合が多いため、報酬額の設定における基準などを確認され

たい。 

 

 会 議 結 果  報酬額の根拠について検討すること。 
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議題：「はだの丹沢ライフ応援事業助成金」の内容を更新し、継続実施することに

ついて 

 担当部課等 都市部交通住宅課 

 説 明 者 都市部長、交通住宅課長、課長代理（住宅政策・移住相談担当） 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

 資料に基づいて説明。 

【質疑及び意見等】 

問．今回の継続期間も３年間で良いのか。 

答．前回同様、３年毎に制度の見直しを行っていくこととする。 

問．「同居・近居」加算について、親の実家に近いことを理由と

する引っ越しにあえて加算する必要があるのか。 

答．引っ越し先として様々な選択肢がある中で、親の実家に近

い本市を選ぶきっかけになることから、潜在的な需要がある

と考えている。 

問．自治会への加入意思があることを適用条件の一つとしてい

るが、実態の把握は行っているのか。 

答．制度利用者が居住している地域の自治会長に調査をお願い

しているが、負担が大きいなどといった声も聞かれるため、

把握方法の見直しが必要と考えている。 

意見．市として自治会への加入の促進にもつなげられる制度設

計も検討すべきである。 

 

 会 議 結 果  原案了承 

 


